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    参考資料の配付について 

 

 

 

 このことについて，下記の資料を別添のとおり配付いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 配付資料 

 

北海道における緊急事態措置延長に係る函館市の対応について 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉部管理課） 
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北海道における緊急事態措置延長に係る函館市の対応について 
 

令和３年（2021年）５月２８日 

函館市新型コロナウイルス感染症対策本部  

 
１ 市の公共施設の利用制限（５月１８日(火)～６月２０日(日)） 
 

■２０時に閉館時間を早める施設  

 

（１）福祉関係施設 
・女性センター 

 ［市民部市民・男女共同参画課 21-3470］ 

・総合福祉センター（あいよる２１） 

［保健福祉部地域福祉課 21-3293］ 
・根崎生活館  

 ［子ども未来部次世代育成課 32-1517］ 
 

（２）社会教育施設 

・市民会館，芸術ホール，亀田交流プラザ，公民館，青年センター， 
青少年研修センター，中央図書館（貸室のみ）  

［教育委員会生涯学習部生涯学習文化課 21-3495］ 
  ・公会堂（貸館のみ） 

［教育委員会生涯学習部文化財課 21-3456］ 
・戸井西部総合センター，戸井生涯学習センター，戸井総合学習センター 

［戸井教育事務所 82-3150］ 
  ・椴法華総合センター 

［椴法華教育事務所 86-2451］ 
  ・南茅部総合センター 

［南茅部教育事務所 25-3789］ 
 
（３）屋内スポーツ施設 

・函館アリーナ，市民プール 
［教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 21-3475］ 

  ・恵山総合体育館 
［教育委員会生涯学習部恵山教育事務所 85-2222］ 

・南茅部スポーツセンター 
［教育委員会生涯学習部南茅部教育事務所 25-3789］ 

 
（４）屋外スポーツ施設 

・函館フットボールパーク，千代台公園庭球場，千代台公園弓道場，西桔梗野球場 
［教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 21-3475］ 

 
（５）公園 

・昭和公園（多目的広場・庭球場） 
［土木部公園河川管理課 21-3431］ 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が６月２０日まで延長されたこ

とを踏まえ，現在５月３１日までとしている市の公共施設の利用制限等について，

下記のとおり延長します。 
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（６）その他の施設 
・地域交流まちづくりセンター 

［企画部企画管理課 21-3621］ 
・函館競輪場，サテライト松風 

［競輪事業部事業課 51-3121］ 
・函館コミュニティプラザ(Ｇスクエア) 

［経済部商業振興課 21-3313］ 
・勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館） 

［経済部雇用労政課 21-3308］ 
 

■一部を休止する施設  

 

・学校開放（スポーツ開放，文化開放），社会学級は休止 
［教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 21-3477］ 

［教育委員会生涯学習部生涯学習文化課 21-3566］ 
 

・児童館の夜間貸館は休止 
［子ども未来部次世代育成課 32-1517］ 

 
■飲酒禁止，宴会の禁止，食べ歩き禁止，火気の使用不可とする施設  

 
（１）公園 

・函館公園，五稜郭公園，昭和公園，見晴公園，市民の森，高松展望広場 
［土木部公園河川管理課 21-3431］ 

 
・恵山つつじ公園 

［恵山支所産業建設課 85-2336］ 
 
（２）その他の施設 

・笹流ダム前庭広場，ダム公園 
［企業局上下水道部浄水課 46-3282］ 

 
 
 

２ 函館市観光誘致促進事業「はこだて割」の運用  

 

事業期間が終了する６月３０日（水）まで，新規予約販売の停止期間を延長 

します。 

 

※停止期間 令和３年５月１８日（火）～６月３０日（水） 

 
 

［観光部観光誘致課 21-3340］ 


